
 

 

 

 

 

Ⅰ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

業務の事務手順 
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連絡

プラン作成依頼情報提供

１　介護予防に関する相談・申請から、サービス利用までの流れ

介護予防訪問看護などサービス・活動事業
介護予防訪問看護など

地域包括支援センター 代行申請が可能な事業者

非該当

業務受託した
居宅介護支援事業者

⑥ケアプラン原案の

作成

地域包括支援センター

介護予防サービス等事業者

地域包括支援センター

ケアプランの作成

（サービス・活動事

業）

地域包括支援センター業務受託した

居宅介護支援事業者

地域包括支援センター

⑥ケアプラン原案の
確認

居宅介護支援事業者

⑩給付管理

市へ委託料請求

統括支援センター

事業者へ委託料支払

居宅介護支援事業者

⑦ケアプランの交付

⑦ケアプランの
交付

⑨モニタリング･評価

居宅介護支援事業者

国保連へ介護報酬請求

モニタリング･評価

統括支援センター

(区役所)

⑥ケアプランの

作成

予防給付のみ、予防給付
及びサービス・活動事業の

⑧予防給付、サービス・活動事業の提供

⑩給付管理 給付管理

高齢者・その家族等

要介護認定申請受付(区介護保険担当)

認定審査会（介護保険課 認定審査係）

③本人へ、認定結果通知

※介護保険外サービス（訪問
給食など）も利用可能

※介護保険外サービス（訪問
給食など）も利用可能

サービス・活動事業
の事業対象者に認定
された場合（※）

予防給付利用の場合、
国保連へ介護報酬請求

⑦ケアプランの
交付

（※）基本チェックリストに
該当し、ケアマネジメント
の依頼をした者

事業対象者については
地域包括支援センターもしくは

介護予防ケアマネルームがプラ
ンを作成する。

（居宅支援事業所は作成しな

い）

指定介護予防支援事業者
（介護予防支援の指定を受

けた居宅介護支援事業者）

指定を受けた
居宅介護予防支援事業者

ケアプランの

作成

要支援１・２

利用契約⑤利用契約

①相談

②申請申請

①相談

②申請

④相談・受付

⑤利用契約

ケアプランの
交付
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２ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の事務手順 

（２）ケアプラン作成を受託事業者に委託して行う場合 

相談～要介護（要支援）認定 代行申請 

 利用者・家族 居宅介護支援事業者 地域包括支援センター 備考 

①
相
談 

 【情報収集】 

○利用者・家族等からの相談により、情報を把握する。 

 

②
要
介
護
認
定
申
請 

○「要介護認定申請書」

「被保険者証」を代行

申請が可能な事業所

等に提出する 
 
 
 

【代行申請】 

○利用者から「要介護認定申請書」「被保険者証」を受け取り、

各区役所保健福祉課介護保険担当へ提出する。 
 

 

③
認
定
結
果
の
通
知 

 
○区役所より「認定結果

通知」「負担割合証」

を受領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

<利用者が更新認定により、要介

護→要支援となった場合> 

○居宅介護支援契約は終了 
 

<予防給付サービス等の利用希望

がある場合> 

【居宅介護支援事業者から地域

包括支援センターへの引継】 

○介護予防支援等の契約に変更

する。 

○利用者に対して、認定結果、介

護予防支援等の利用手続及び

担当地域包括支援センターを

説明 
○地域包括支援センターに連絡

を行い、当該利用者の概要、支

援経過及び当該利用者に係る

介護予防支援等の受託の可否

を連絡。（必要に応じて、利用

者宅への同行訪問の日程調整

を行う。） 
 
 
 
 

区役所 

（介護保険担当窓口） 

○認定審査会を経て、「認定

結果通知」「負担割合証」

を利用者へ送付 

＜区役所（介護保険担当窓口）＞へ

提出 

認定結果通知 
負担割合証 

・要介護認定申

請書 
・被保険者証 

提出 

連絡 

連絡 

認定結果通知、負担

割合証受領 
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利用申込の受付～利用契約の締結 

 利用者・家族 統括支援センター 受託事業者 備考 

④
利
用
申
込
の
受
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「被保険者証」を受託

事業者へ提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※地域包括・統括支援センター

において、利用者・家族が介

護予防支援等を居宅介護支

援事業者で行うことを希望

した場合は、受託可能な事業

者の一覧を提示し、本人・家

族の意向を聴取すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○利用者の希望する事業者が

市と契約を帰結しているか

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

【訪問／面接】 

○利用者宅を訪問等し、「被保険

者証」を提出してもらう。 
 
 
 
【契約締結】 

○「介護予防サービス計画・介護

予防ケアマネジメント作成依

頼（変更）届出書」「契約書」

「重要事項説明書」「同意書」

「個人情報使用同意書」を作成

してもらう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○被保険者証で認定結果を確認

し、「介護予防プラン作成予定

者一覧表」を作成。前日までに

らくらく予約システム（利用者

名、被保険者番号、所属してい

る事業所名等入力）または電話

（9:00～17:00）にて、利用者

住所地の統括支援センターに

予約を取り、当日(9:30 以降)
「介護予防プラン作成予定者

一覧表」を提出（持参）する。 
 
 
 
 

※暫定でプラ

ン作成する場

合、介護予防暫

定ならば介護

予防の計画作

成依頼届出、介

護暫定ならば

介護の計画作

成依頼届出を

必ず提出する

必要がある。 
 
 
※契約締結の 
際には、介護予 
防支援等の重 
要事項・プラン 
の委託（同意 
書）について十 
分に説明し、利 
用者（必要に応 
じて家族）より 
同意を得るこ 
と。 
 
 
 
 
 
 
 
※原則前日ま 

でに予約のう 
え、「プラン作 
成予定者一覧 
表」の原本持参 
と職員証等で、 
利用者の受け 
持ち事業者で 
あることの確 
認を行う（職種 

は問わない）。 

 

⑤
利
用
契
約
の
締
結 

・介護予防サービス計画・

介護予防ケアマネジメント

作成依頼（変更）届出書 
★契約書２部 
☆重要事項説明書２部 
☆同意書２部 
☆個人情報使用同意書１部 

・介護予防プラン作成予定者

一覧表 

受領 

・被保険者証 
受領 

確認 
★署名・捺印 
☆署名 
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・介護予防サービス計画・

介護予防ケアマネジメ

ント作成依頼（変更）届

出書 
・被保険者証 
・契約書２部 
・重要事項説明書２部 
・同意書２部 
・個人情報使用同意書１部 
・介護予防プラン作成 

予定者一覧 1 部 
・個人情報使用同意書 

提出者一覧 1 部 
 

利用契約の締結～ケアプラン作成依頼 

 利用者・家族 統括支援センター 受託事業者 備考 

⑤
利
用
契
約
の
締
結 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○市長印を押印後、「契約書」

「重要事項説明書」「同意書」

各１部と「被保険者証」を利

用者へ送付。 
○「契約書」「重要事項説明書」

「同意書」「個人情報使用同

意書」各１部「被保険者証の

写し（必要に応じて）」を地

域包括支援センターで保管。 
○「個人情報使用同意書」の記

入欄に必要事項を記載し、写

しを受託事業者へ交付。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【受託事業者への委託】 

○「介護予防プラン作成委託

書」を作成し、受託事業者へ

依頼する。 
 

○「介護予防サービス計画・介護

予防ケアマネジメント作成依

頼（変更）届出書」「被保険者

証」「契約書」「重要事項説明書」

「同意書」「個人情報使用同意

書」を統括支援センターへ提出

（持参） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「契約書」等

を送付する

場合は、被保

険者証の住

所あてとす

ること。 

 
※市長印押印

は数日かか

るため、手続

き当日には

送付まで至

らない。 
受 託 業 者

へは次ペー

ジの認定審

査会資料情

報提供まで

当日に行う。 
 
※個人情報の

使用・提供に

関して、利用

者（必要に応

じて家族）よ

り同意を得、

署名をもら

うこと。 

・契約書 
・重要事項説明書 
・同意書 
・被保険者証 

受領 

受領 

・介護予防プラン

作成委託書 

個人情報使用同意書（写） 
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ケアプラン原案の作成 

 利用者・家族 統括支援センター 受託事業者 備考 

⑥
ケ
ア
プ
ラ
ン
原
案
の
作
成 

 【情報提供(認定申請の結果が出て

いる方のみ）】 

○「認定審査会資料（主治医意見書）」

について、介護保険認定審査会支

援システム（レインボー）で利用

者・主治医の情報提供に関する同

意を確認し、出力する。 
○赤スタンプで発行印を押し、 

受託事業者へ交付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

情報提供依頼 
 
 
 
【アセスメント実施／原案作成】 

○利用者宅を訪問し、利用者・家族

等から「利用者基本情報」「介護

予防サービス・支援計画表①②」

を用いてアセスメントを行う。 
○アセスメント結果により、必要な

支援について利用者と調整し、

「介護予防サービス・支援計画表

③（ケアプラン原案）」を作成す

る。（ケアプランの有効期間は最

長 1 年間） 
※医療サービスは主治の医師等に

必要性を必ず確認する。（「指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準第３０条」参照） 
 
 
 
 
 
 

【サービス担当者会議の実施】 

○利用者・家族・サービス事業者を

交えたサービス担当者会議を開

催する。 
 
 
【ケアプランの同意】 

○「介護予防サービス・支援計画表

①～③（ケアプラン原案）」に、

利用者(必要に応じ家族)の同意を

得た上で記名・押印をもらう。 
※自署の場合、押印省略可。 

※市外のサービ
ス事業所を利
用 す る 場 合
は、北九州市
の指定を受け
ているかホー
ムページで確
認すること 

 
※サービス未利

用時は概ね 3
ヶ月を目処に

包括へ返却す

ること。 
 
※予防給付型サ

ービスを選択

する場合、計

画表③表「目

標についての

支援のポイン

ト」に、支援

のポイントに

加えて、選択

理由を記載す

る。 
 
※ 介 護 予 防 支

援・介護予防

ケアマネジメ

ント支援経過

記録に記載。 
 
 
※生活支援型の

みの場合、サ

ービス担当者

会議は必要に

応じて開催す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービス事業者 

 

・認定審査会資料（主治医

意見書）（発行印押印済） 

受領 

訪問・アセスメント 

サービス担当者会議の開催 

・利用者基本情報 
・介護予防サービス・支援

計画表①～③ 
〈有効期間最長１年間〉 

・利用者基本情報 
・介護予防サービス・支援計画表①～③（署名済） 
・介護予防サービス利用票（署名済） 

ケアプラン

の同意の署

名 
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介護予防ケアプランの確認 

 利用者・家族 地域包括支援センター 受託事業者 備考 

⑦
ケ
ア
プ
ラ
ン
原
案
の
確
認 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ケアプラン原案の確認】 

○受託事業者の「介護予防サービ

ス・支援計画表①～③（ケアプラ

ン原案）」について確認を行い、意

見があれば意見欄に記入し、地域

包括支援センター名及び担当者

名、日付を記入する。 
○「提出書類」について、写しをと

る。 
○「提出書類」について、受託事業

者に写しを返却する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【ケアプラン原案の提出】 
○「利用者基本情報」「介護予防支

援計画表①～③（利用者の署名・

捺印があるもの）」「認定審査会資

料」「介護予防支援・介護予防ケ

アマネジメント支援経過記録（サ

ービス担当者会議の記載がある

もの）」を、利用者住所地の地域

包括支援センターに提出（持参）

する。 
 
○ケアプラン変更・更新時は、前回

ケアプラン終了の評価表、月々の

モニタリング報告書、サービス事

業者からの利用者の個別サービ

ス計画がある場合は提出（持参）

する。 
 

※原則、前日ま

でにらくらく予

約システム（利

用者名、被保険

者番号、所属し

ている事業所名

等入力）または

電話にて、利用

者住所地の地域

包括支援センタ

ーに予約を取

る。 
 
 
 
 
 
 
 
※所要時間 30
分程度 
 
 

 

 

 

 

 

※状況に応じて

書類の写し

を取る。 

 

※利用者基本情

報に変更（緊

急連絡先等）

があった場

合は、地域包

括支援セン

ター保管の

原本の修正

が必要。 

・利用者基本情報（原本） 

・介護予防サービス・支援

計画表①～③（原本） 

・認定審査会資料（原本） 

・介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント支援

経過記録（原本） 

・介護予防サービス利用票

及び提供票 

 

※保管書類はP３２参照 

 

・利用者基本情報（写し） 

・介護予防サービス・支援

計画表①～③（確認印入

りの写し） 

・認定審査会資料（原本） 

・介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント支援経

過記録(原本)  

・介護予防サービス利用票 

（原本） 

・サービス事業者の書類 
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ケアプランの交付～サービス提供 

 利用者・家族 サービス事業者 受託事業者 備考 

⑧
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
交
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【個別サービス計画の作成】 

○利用者とサービス利用調整

を行い、曜日や時間を決め

る。 

 
 
 
 
 

 

○「個別サービス計画の写し」

を受託事業者へ提出する。 
 

 

 

【サービス提供】 

○サービス提供を行う。日程

変更等があったときは、利

用者と他サービス事業者と

調整する。 
 
 

 

【介護予防サービス利用票及び提供票の

交付】 

○ 「介護予防サービス・支援計画表③（ケ

アプラン）」をもとに、「介護予防サー

ビス利用票及び提供票」を作成し、利

用者・サービス事業者に説明後交付す

る。 
 
 

 

 

 

 

【ケアプランの交付】 

○地域包括支援センターの確認後、利用者

及びサービス事業者に「介護予防サービ

ス・支援計画表①～③（ケアプラン）」

を交付する。 

 

 

 

 

※医療サービスは主治の医師等に必要性

を必ず確認する。（「指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準第３０条」参

照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
○サービス事業者から個別サービス計画

の写しをもらう。 
 

 

 

 
※介護予防支

援・介護予防

ケアマネジ

メント支援

経過記録に、

利用者の利

用票確認日

及び交付し

た日を記録

する。 
 
 
 
 
 
 
 
※医療サービ

スを利用す

る場合は、主

治の医師等

にプランを

交付し、その

旨支援経過

記録に記録

する。 
 
※サービス利

用票原本は、

受託事業者

が保管し、プ

ラン終了時

に返却する

こと。 
 事業所独自

の様式で、利

用者確認押

印欄がある

場合は、確認

印をもらう

こと。 
 
※生活支援型

の場合、個別

サービス計

画は必要時

のみ作成す

る。 
 

⑨
サービス

提
供 

サービス提供 

アセス

メント 

・利用契約 
・事前アセスメント 
・個別サービス計画 

・介護予防サービス・支援計画表

①～③（確認済） 

受領 
(原案確認済

ケアプラン) 

受領 

受領済 
(原案確認済 

ケアプラン) 

・個別サービス計画 

受領 

・介護予防サービス利用票及び

提供票  
 表 

受領 
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モニタリング・評価 

 利用者・家族 サービス事業者 受託事業者 備考 

⑩
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価 

 
 
 
 
 
 
 
 

【利用状況報告】 

○受託事業者へサービス利用

状況報告を行う。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【評価（評価期間終了月】 

○個別サービス計画に沿った

評価を行う。 
※生活支援型で、個別サービ

ス計画表を作成していない

場合は、必要時のみ評価を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【モニタリング（毎月）】 

○毎月、利用者への訪問又は電話連絡等の

方法により、モニタリングを実施し、支

援経過記録に記載する。 

○必要に応じて、初回ケアプラン作成時の

手順により見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価（プラン終了月）】 

○プラン終了月に、利用者宅へ訪問・面接

し、達成状況を確認し、「介護予防支援・

介護予防ケアマネジメント サービス

評価表」を作成する。 

 

 

 

 

<プランを変更・継続する場合> 

○「介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ント サービス評価表」に基づき、ケア

プランの見直しを行う。 

（以下、ケアプラン作成時の手順どおり） 

 

<プランを終了する場合> 

○プラン終了時の手順参照（P３１） 

 

 
 
 
 
 
 
※サービス提

供開始月の

翌月から起

算して、３ヶ

月に１回（生

活支援型の

みは６ヶ月

に１回）は、

利用者宅へ

の訪問・面接

が必要。 
※利用者に著

しい変化が

あった場合

も同様に、訪

問・面接が必

要。 
 
 
※評価期間終

了月は、利用

者宅への訪

問・面接が必

要。 
 
※ケアプラン

の期間を終了

し、新たにプ

ランを作成し

た場合、サー

ビス内容の変

更に関係する

サービス事業

所も、前回プ

ランの評価・

新しい個別計

画の作成が必

要。 

 

サービス利用状況報告

書等 

・介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメント サービス評価表 

受領 

モニタリング 

個別サービス計画評価

票等 
受領 
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給付管理～介護報酬等の請求 

 サービス事業者 受託事業者 統括支援センター 備考 

⑪
給付管理（毎月

 

【実績状況報告】 

○受託事業者へサービス利

用状況報告を行う。 
 
 
 
 
【給付管理】 

○介護報酬等を国保連へ請

求 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○国保連から介護報酬等を

受領 

 

 

 

 

 

【給付管理】 

○サービス事業者から「介護予

防サービス実績が記入され

た提供票」を受け取り、内容

を確認する。 

○「介護予防サービス利用票

（実績）」「介護予防プラン作

成請求者一覧表 I･Ⅱ」を作成

し、統括支援センターに提出

する。（FAX は不可） 

○委託料請求のために、「請求

書兼領収書」(※事業ごとに 2
種あり)を作成、記名・押印し、

併せて提出（持参・郵送）す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○市からケアプラン作成委託

料を受領 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護報酬請求】 

■介護予防プラン作成請求

者一覧表Ⅰの利用者 

○「介護予防サービス利用票

（実績）」をもとに「給付

管理票」を作成し、「介護

給付費請求書」「介護給付

費明細書」等を国保連へ伝

送する。 

 

 

 

 

 

○国保連から介護報酬を受  

 領 

 

【その他】 

■介護予防プラン作成請求

者一覧表Ⅱの利用者 

○サービス利用票（実績）を

もとに給付管理票を作成し、

国保連へ伝送する。 

 

【委託料支払】 

○受託事業者へ、ケアプラン 

作成委託料を支払う 

※請求表スケ

ジュールを

確認の上、期

日までに提

出すること 
 
※受託事業者

は利用票の

写しを保管。 

 
※介護予防プ

ラン作成請求

者一覧表 I･･･
介護予防支援

対象（予防給付

もしくは予防

給付＋サービ

ス・活動事業） 
 
※介護予防プ

ラン作成請求

者一覧表Ⅱ･･･

介護予防ケア

マネジメント

対 象 ( サ ー ビ

ス・活動事業の

み) 
 
※請求書兼領

収書(雑用)は 
介護予防支援

分と介護予防

ケアマネジメ

ント分の 2種類

あるため注意。 
 
※委託料の支

払いは、介護報

酬請求月の翌

月末から翌々

月初めまでの

間 

介護予防サービス提供票

（実績入り） 

・給付管理票 
・介護給付費請求書 
・介護給付費明細書 

・介護予防サービス利用

票（実績入り） 
・介護予防プラン作成請

求者一覧表 I･Ⅱ 
・請求書兼領収書(※事

業ごとに 2 種あり) 

受領・確認 
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ケアプラン終了 

 利用者・家族 地域包括支援センター 受託事業者 備考 

⑫
ケ
ア
プ
ラ
ン
終
了 

改善・要介護認

定・転居・死亡

など 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
○受託事業者の担当ケアマネ

ジャー同席の上、返却された

書類に漏れがないか「介護予

防支援・介護予防ケアマネジ

メント業務関係書類返却確

認書」で確認する。 

【プラン終了時】 

○プラン終了について、利用者・家族等

に説明を行い、介護予防支援・介護予

防ケアマネジメント支援経過記録に

その旨を記載する。 
 
○地域包括支援センターへ、翌月関係書

類を返却（持参）する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○要介護新規申請を行う際は、必ず事前

に地域包括支援センターへ連絡するこ

と。 

 
 
 
 
 
 
※来庁日を原

則、前日までに

返却予約をす

ること。 

 

※返却確認書

の作成方法

は、P５４～

参照。 

 
※サービス利

用終了後より

翌月末までに、

管轄の地域包

括支援センタ

ーへ書類を返

却すること。 
 
※利用年数が

長期（おおむね

5 年以上）に及

ぶ場合は、居宅

介護支援事業

者の判断で利

用者の書類を

一定期間分、包

括に返却でき

ることとする。 

 

訪問・説明 

・介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント業務

関係書類返却確認書（受

託事業者が太枠内を記

載したもの） 

・介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント業務

に係る書類 

返却 

31



介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務帳票一覧【受託事業者用】 

帳票名 提出先 プラン期間中の保管の状況 
終了時の取扱 

地域包括 受託事業者 
① 【利用者との契約時】 

介護予防支援・介護予防支援事業（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒ

ﾝﾄ）契約書 
統括支援

センター 

原本   

重要事項説明書 原本   
同意書 原本   
個人情報使用同意書 原本 写し 地域包括へ返却  
介護予防プラン作成予定者一覧表     
介護予防プラン作成委託書（統括発行）   原本 事業者で保管 
②【ケアプラン原案確認時】（初回） 
利用者基本情報 

地域包括

支援セン

ター 
（書類の

確認のみ） 

原本 写し 地域包括へ返却 

介護予防サービス・支援計画表①～③ 原本 写し 地域包括へ返却 

介護認定審査会資料（主治医意見書）  原本 地域包括へ返却 
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

支援経過記録、担当者会議記録 写し 原本 地域包括へ返却 

軽度者への福祉用具貸与に係る届出書 写し 原本 地域包括へ返却 

介護予防サービス利用票 写し 原本 地域包括へ返却 
③【評価後、予防給付サービスが継続する場合】（更新、プラン変更） 

利用者基本情報（更新時のみ） 

地域包括

支援セン

ター 

原本 写し 地域包括へ返却 

介護予防サービス・支援計画表①～③ 原本 写し 地域包括へ返却 

認定審査会資料（主治医意見書）  原本 地域包括へ返却  
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

支援経過記録、担当者会議記録 写し 原本 地域包括へ返却 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

サービス評価表 
 原本 写し 地域包括へ返却 

個別援助計画表及びサービス内容報告書等   原本（写し※１） 地域包括へ返却 

軽度者への福祉用具貸与に係る届出書  原本 写し 地域包括へ返却  

介護予防サービス利用票  写し 原本 地域包括へ返却 

④【実績提出時】 
介護予防サービス利用票 
          （実績の入ったもの） 統括支援

センター 
原本（統括） 写し  

介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅰ・Ⅱ 原本（統括）   

請求書兼領収書※2 種類あり  原本（統括）   
※１ 個別援助計画表及びサービス内容報告書等に利用者の記名・押印欄がある場合は、記名・押印のある書類の写しを

受け取ってください。  

○契約終了時の取扱いについて 

業務を終了した場合は、『介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務関係書類返却確認書』（P８８頁参照）と保管 

していた帳票類（原本・写し）、及び同業務を行うにあたり知り得た情報書類等を、地域包括支援センターにすべて返却

してください。データ等についてもパソコン等に残さないようにしてください。 

 指定介護予防支援事業所として担当変更、R6.6 月以前の契約書を使用している場合、解約届を提出してください。 
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【押印について（令和３年度～）】 
   内閣府から「押印を求める行政手続の見直し方針」「各府省の行政手続きにおける押印の見

直し方針一覧表等」が公表されました。 

これらに伴い、以下のとおり、令和３年度から手続きの押印見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全ての帳票において、個人情報を取り扱うものについては、FAX でのやりとりは行いません。 

持参あるいは郵送で対応してください。 

 

＜根拠資料＞ 

※ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第 5項の規定  

  ※ 地方公共団体における押印見直しマニュアル（令和 2 年 12 月 18 日内閣府） 
 
 
 
 
 

 

押印を求めている手続き等  押印について 

介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント業務委託受託申込書 
✕ 法人登記印不要 

介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント業務委託見積書 
○ 

これまでどおり 

法人登記印必要 

介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント業務委託契約書 
○ 

これまでどおり 

法人登記印必要 

介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント委託業務にかかる始末書 
✕ 法人登記印不要 

介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント業務にかかる届出事項変更届 
○ 

これまでどおり 

法人登記印必要 

介護予防支援・介護予防ケアマネジ

メント業務委託契約の解除届  
○ 

これまでどおり 

法人登記印必要 

介護予防・利用者基本情報 ✕ 
利用者または代筆者または代理人、家族の自

署があれば、印は省略可。 

介護予防サービス・支援計画表 ✕ 
利用者または代筆者または代理人、家族の自

署があれば、印は省略可。 

介護予防支援・介護予防支援事業（ケ

アマネジメント）契約書 
○ 

これまでどおり 

利用者の署名及び印が必要。 

代筆の場合、代筆と記載し、代筆者の署名・

続柄を追加記入し捺印。 

代理人も同様にそれぞれの署名及び印が必

要。 

介護予防支援・介護予防支援事業（ケ

アマネジメント）重要事項説明書 
✕ 

利用者または代筆者または代理人、家族の自

署があれば、印は省略可。 

介護予防支援・介護予防支援事業（ケ

アマネジメント）同意書 
✕ 

利用者または代筆者または代理人、家族の自

署があれば、印は省略可。 

介護予防支援・介護予防支援事業（ケ

アマネジメント）契約における個人

情報同意書 

✕ 
利用者または代筆者または代理人、家族の自

署があれば、印は省略可。 
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⑪
⑫

⑬

　③

　　①　 ④(随時) ② ⑦ ⑨ ⑧

◆介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務受託事業者が行うこと

①

②

③

④

⑤

国保連
サービス事業者 給付管理票情報と請求書情

報等の突合チェック

返
戻

■介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅰの利用者
　返戻等により再請求が必要な場合は、介護報酬請求月の原則翌月２
日までに当該区の統括支援センターから連絡を行う。
 その際、請求書兼領収書（雑用）の再提出も行うこと（支払い金額
が変更になるため）。

修
正

　サービス事業所より訂正等の依頼を受け、再請求を行う場合は訂正
内容について当該区の統括支援センターへ連絡の上、サービス利用票
（実績）再提出を行うこと。

⑩

介護予防サービス提供票を介護予防サービス事業者へ交付する。

サービス提供月の翌月初め
までに
（１～２日ころまで）

介護予防サービス事業者より、サービス提供の実績を受け取る。

受託事業者は、プランに基づいて適切にサービスが提供されたか確認す
る。（介護予防サービス等事業者へ電話等により確認）

※1　介護予防プラン作成請求一覧表はIとⅡの2種類、あるため、注意する。
※2　請求兼領収書(雑用)も委託業務ごとに2種類あるため注意する。

サービス提供月ごと
統括支援センターが指定す
る日までに
（原則５日まで）

１　介護予防サービス利用票（実績）を作成する。
２　介護予防サービス利用票（実績）に、介護予防プラン作成請求一覧
表Ⅰ･Ⅱ(※1)及び請求書兼領収書(雑用)(※2)に必要事項を記載のうえ、
添付して、サービス提供月ごとに区役所統括支援センターへ提出する。
　
※介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅰの利用者に関して、国保連の審査
が決定したものについて、サービス提供月の翌々月に委託料の支払いが
行われる。介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅱの利用者に関しても翌々
月に支払われる。
※月遅れ請求は、介護予防プラン請求一覧表は月ごとに提出、請求書兼
領収書は年度が同じ場合はまとめて記載。年度をまたぐ場合は別々に提
出する。

＊介護報酬請求締切日
（原則5日）まで
【再請求が必要な場合】

⑥

時期 内容

介護予防サービス提供前月
までに（緊急の場合は前日
までに行う）

介護予防サービス・支援計画表及び介護予防サービス利用票を作成し、
利用者に確認の上、交付する。

○　給付管理等事務の流れ(ケアプラン作成を受託事業者に委託した場合）

利用者

④

介護予防支援・介護予防ケアマネジメン
ト

業務受託事業者

⑤　⑥

統括支援センター
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◆統括支援センター請求事務が行うこと

⑦

⑧

⑨

⑩

◆サービス事業者が行うこと

⑪

③

⑫

⑬
サービス提供月の翌々月末
までに

国保連を通じ、介護報酬等を受領する。

サービス提供開始日～月末
（提供終了日）まで

利用者へ支援計画表･サービス提供票にもとづき、サービスを提供する。

サービス提供月の翌月初めま
でに（１～２日ころまで）

介護予防サービス提供票（実績）を、受託事業者へ送付する。

サービス提供月の翌月１０
日までに

介護給付費請求書及び介護予防･日常生活支援総合事業費請求書、介護給
付費明細書及び介護予防･日常生活支援総合事業費明細書を国保連へ提出
する。

時期 内容

介護報酬請求月の翌月末ま
でに

■介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅰの利用者
サービス利用票（実績）をもとに給付管理票を作成し、介護給付費請求
書、介護給付費明細書等を福岡県国民健康保険団体連合会（国保連）へ
伝送する。毎月１０日までに

■介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅱの利用者
サービス利用票（実績）をもとに給付管理票を作成し、国保連へ伝送す
る。

■介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅰの利用者
国保連より「審査結果」が介護報酬請求月の翌月１日頃に、「支払い決
定額通知書」が介護報酬請求月翌月２６日頃に、伝送メールで統括支援
センターに届く。

＊介護報酬請求月の翌月は
じめに(２日ごろ)

■介護予防プラン作成請求者一覧表Ⅰの利用者
国保連からの審査結果受信後、返戻等不備のあったものを確認し、該当する
受託事業者へ電話にて連絡する。

介護報酬請求月の翌月末か
ら翌々月初め（請求書の日
付から起算して、３０日以
内）

各受託事業者ごとに委託料の支払いを行う。

＊返戻等により支払い金額に変更のある受託事業者へ「請求書兼領収書
（雑用）」の再提出を依頼する。

時期 内容
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「介護予防支援費」と「介護予防ケアマネジメント費」の請求について その１ 

 

１．事業対象者  ※基本チェックリストに該当し、介護予防ケアマネジメントの依頼をした者 

⇒すべて「介護予防ケアマネジメント費」の請求 

※北九州市では事業対象者のマネジメント委託は行っておりません。 

 

２．要支援者 

 ①提供月の利用サービスが総合事業サービスのみの場合 

 ⇒「介護予防ケアマネジメント費」の請求 

  様式：介護予防プラン作成 請求者一覧表Ⅱ（介護予防ケアマネジメント） 

  請求書兼領収書(雑用)：令和８年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託料 

（介護予防ケアマネジメント）(令和８年○月分) 

 

 ②提供月の利用サービスに支給限度額管理対象の予防給付がひとつでもある場合 

 ⇒「介護予防支援費」の請求 

  様式：介護予防プラン作成 請求者一覧表Ⅰ（介護予防支援） 

  請求書兼領収書(雑用)：令和８年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託料 

（介護予防支援）(令和８年○月分) 

   

【要支援者の場合の判断】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 

◆実績に基づき、請求するケアマネジメントの種別（介護予防支援もしくは介護予防ケアマネジメ

ント）が変わりますので、計画作成時とは種別が異なることがあります。 

◆帳票は P８７～をご参照ください。 

請求しようとする提供月のサービスに支給限度額管理対象の予防給付の利用があるか？ 

あり 

２．②「予防給付ケアマネジメント業務委託料」

の請求 

※ケアマネジメント種別：介護予防支援 

予防給付（訪問看護、福祉用具貸与など）もしくは 

予防給付＋サービス・活動事業（予防給付型・生活支

援型）のサービス利用者 

２．①「介護予防ケアマネジメント業務委託料」

の請求 

※ケアマネジメント種別：介護予防ケアマネジメント 

サービス・活動事業（予防給付型・生活支援型）のみの

サービス利用者 

なし(総合事業サービスの利用のみ) 
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「介護予防支援費」と「介護予防ケアマネジメント費」の請求について その 2 

 

総合事業に移行した対象者の方で、予防給付と併用がある場合の取扱について、以下のとおりと

なります。 

 

★サービス・活動事業対象者が、 

支給限度額対象でない予防給付サービスとサービス・活動事業を併用した場合 

（要支援者のみ適用。事業対象者は併用不可） 

⇒「介護予防ケアマネジメント費」の請求 

  様式：介護予防プラン作成 予定者一覧表…Ⅱの欄に○をしてください。 

介護予防プラン作成 請求者一覧表Ⅱ（介護予防ケアマネジメント） 

  請求書兼領収書(雑用)：令和８年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託料 

（介護予防ケアマネジメント）(令和８年○月分) 

【例】 

・住宅改修と北九州市予防給付型通所サービスを利用した場合 

・福祉用具の購入と北九州市生活支援型訪問サービスを利用した場合 など 

 

※支給限度額対象（福祉用具貸与など）の予防給付サービスと併用した場合 

「介護予防支援費」と「介護予防ケアマネジメント費」の請求について その１”の文書にお

いて示したとおり、「介護予防支援費」の請求となります。 

 

【以上の取扱となる理由】 

 支給限度額対象でない予防給付サービス（住宅改修など）は、給付管理票の中に入りません。

そのため、支給限度額対象でない予防給付サービスとサービス・活動事業を併用した場合、結

果として国保連に伝送されるのはサービス・活動事業の利用実績のみになります。 

  福岡県国民健康保険団体連合会では実績に基づき、請求するケアマネジメントの種別（介護

予防支援もしくは介護予防ケアマネジメント）が決定されるため、この場合のケアマネジメン

トの種別は介護予防ケアマネジメントとなります。 
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《介護予防暫定プラン作成時の注意》 

１．要支援者が更新申請を行った場合（認定結果が“要支援”である場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．要支援者が更新申請を行った場合（認定結果が“要介護”である場合） 

生活支援型を利用中の「要支援者」が、更新申請を行い、次回有効期間開始日以降に「要介護」

の認定が出た場合、介護サービスを利用するまでの生活支援型の利用については、全額自己負担

となる。 
 

6/30 に有効期間満了する人が、6/10 に更新申請（生活支援型利用中） 
7/10  「要介護１」の更新結果（有効期間は 7/1 から） 
7/15  介護サービス利用開始 
   

この場合、7/1～7/14 の生活支援型の利用については事業により支給されない。（全額自己負担） 

6/30 に有効期間満了する人が、6/10 に更新申請（生活支援型利用中） 
7/10  「要支援１」の更新結果（有効期間は 7/1 から） 
  
  この場合、引き続き、生活支援型の利用については事業により支給される。 

6/10（更新申請） 7/1 　　　7/10（更新認定7/1～要支援１）

要支援１

要支援１

生活支援型利用

6/10（更新申請） 7/1 　　　7/10（更新認定7/1～要介護１）

要支援１

要介護１
生活支援型利用

7/15介護サービス利用開始

全額自己負担

上記２の場合には、認定結果がわかり次第、 

     速やかに、地域包括支援センターへ連絡すること。 
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３．要支援者が「要介護新規申請」を行い、介護予防暫定プランをたてた場合（認定結果 

が“要介護”である場合） 

生活支援型を利用中の「要支援者」が、要介護新規申請を行い、介護予防暫定プラン（※） 
をたて、「要介護」の認定が出た場合、申請日から介護サービスを利用するまでの生活支援型 
の利用については、全額自己負担となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
※介護サービス利用中の「要支援者」が、要介護新規申請を行い、介護暫定プランをたて、「要介

護」の認定が出た場合、保険給付適用となる。 
 

6/10（新規申請） 7/10（新規認定 6/10〜要介護１）

介護サービス利用
要介護１

要支援１

 

 
 
 
  
 
 
 

6/10  要介護新規申請（生活支援型利用中） 
7/10  「要介護１」の認定結果（有効期間は 6/10 から） 
7/15  介護サービス利用開始 
   

この場合、6/10～7/14 の生活支援型の利用については事業により支給されない。（全額自己負担） 

上記３の場合には、認定結果がわかり次第、 

     速やかに、地域包括支援センターへ連絡すること。 

6/10（新規申請） 　　　7/10（新規認定　6/10～要介護１）

要支援１

要介護１

生活支援型利用

7/15介護サービス利用開始

全額自己負担

6/10  要介護新規申請（介護サービス利用中） 
7/10  「要介護１」の認定結果（有効期間は 6/10 から） 
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４．事業対象者が要介護等認定申請をした場合  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/15 要介護認定申請（生活支援型利用中） 

8/15 「要介護１」の認定結果（有効期間は 7/15 から） 

８/20 介護サービス利用開始 

  

この場合、介護サービス利用開始前（8/19）までの生活支援型の利用については事業により

支給される。 

7/1 　　　7/15（要介護認定申請） 　　　8/15（要介護認定7/15～要介護１）

事業対象者

要介護１

生活支援型利用

8/20介護サービス利用開始
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５．参考（事業対象者の認定申請期間中のサービス・活動事業と予防給付の併用について）

  
（１）平成２７年３月３１日介護保険最新情報（Vol.450） 
  「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのＱ＆Ａについて」 
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（２）「事業対象者」における要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係 

認定審査 

の結果 

認定申請期間中に利用したサービス 

給付のみ 
給付とサービス・活動事業 サービス・活動事

業のみ 給付分 サービス・活動事業分 

非該当 全額自己負担 全額自己負担 

介護予防ケアマネジ

メント費も含めて 

事業より負担 

介護予防ケアマネ

ジメント費も含め

て事業より負担 

要支援

１・２ 

予防給付より 

負担 

予防給付より 

負担 

サービス・活動事業 

より負担 

介護予防ケアマネ

ジメント費も含め

て事業より負担 

要介護 

１～５ 

介護給付より 

負担 

 

 

介護給付より負担 

 

 

生活支援型は 

全額自己負担 介護給付を利用す

るまでの事業分は

サービス・活動事

業より負担 

 

 

 

全額自己負担 

 

 

介護給付を利用する

までの生活支援型は

サービス・活動事業 

より負担 

   
 
  

「要介護者」として取り扱う場合 

「事業対象者」として取り扱う場合 
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★暫定で介護プランを立てたが、要支援の認定が出た場合の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定審査会資料の受け取りや、原案確認などの方法については、 

手順書の該当箇所に記載している流れにしたがって、対応して頂くようお願い致します。 

地域包括支援センターに要支援の認定が出たことを連絡する 

予防の契約書・重要事項説明書・同意書を交わす 
※居宅介護支援事業所の契約説明日と同じ日付で作成する。 

（介護暫定の担当者会議時に要支援が出た場合の説明を行い、 

本人・家族へ同意を得ておく） 

統括支援センターに契約書一式を提出し、認定審査会資料を受け取る 

居宅介護支援事業者から地域包括支援センターに 

居宅の変更届出をする 

らくらく予約システムまたは電話にて予約の上、予定者一覧表を持参す

予防プランを作成し、サービス担当者会議を開催する 

地域包括支援センターで予防プランの原案確認を受ける 
※居宅介護支援事業所は介護暫定プランの写し（同意日、署名のあるもの） 

を持参、原本は居宅で保管し予防終了後に介護暫定の原本を返却する必 

要はない 
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☆暫定で予防プランを立てた後、要支援または要介護が出た場合の流れ 

 

 

 

認定審査会資料の受け取りや、原案確認などの方法については、 

手順書の該当箇所に記載している流れにしたがって、対応して頂くようお願い致します。 

予防の契約書・重要事項説明書・同意書を交わす 

予防暫定プランを作成しサービス担当者会議を開催しプランの同意を得る 

（要介護が出た場合の説明を行い、本人・家族へ同意を得ておく） 

統括支援センターに契約書・重要事項説明書・同意書を提出 
※確認を受けた契約書一式は認定が出るまで担当者が保管する 

地域包括支援センターの居宅届出をする 

地域包括支援センターに予防暫定プランの原案確認を受ける 

要支援の認定結果が出た 

らくらく予約システムまたは電話に

て予約の上、予定者一覧表を持参す

る 

統括支援センターで確認を受けた 

契約書一式を再提出し、認定審査会

資料を受け取る 
 

必要に応じてサービス担当者会議を 

開催する 

修正が必要な場合は、 

予防の本プランを作成し直す 

 
※変更がなければ基本情報・①表を 

修正・追記する 

地域包括支援センターで 

予防本プランの原案確認または 

基本情報・①表を提出 

要介護の認定が出た 

地域包括支援センターに要介護認定が 

出たことを連絡する 

地域包括支援センターから 

居宅介護支援事業者に 

居宅の変更届出をする 

 
※変更年月日は地域包括支援センターの

届出日に戻す 

予防暫定プラン原本（書類一式）を 

地域包括支援センターが 

担当者に返却する 

予防契約書一式及び予防暫定プラン 

一式は担当者で保管する 
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（２）受託事業者作成分のケアプラン原案の確認について 

 

ア 事前連絡 

  サービス開始前に原案確認を終了させて下さい。 

特に福祉用具貸与のプランは月初め１日には原案確認を受けてください。 

  受託事業者は、ケアプラン原案確認のために地域包括支援センターに来訪する際は、来訪

希望日の前日までにらくらく予約システムまたは電話等にて、地域包括支援センターに予約

を取ってください。 

 

イ 必要な書類 

  ケアプラン原案の決定に際し、以下の書類を提出してください。 

 

ウ 提出書類の内容確認 

提出する書類については、 

○必要事項が漏れなく記載できているか 

（北九州市版介護予防サービス・支援計画表作成マニュアル参照） 

○ 必要な記名・押印があるか（自署の場合は、押印省略可） 

等を確認し、提出してください。 

 

エ ケアプラン原案確認後の作業 

  提出された書類について、原本は地域包括支援センターが保管します。受託事業者は、地

域包括支援センターからその写しを受け取り、利用者およびサービス事業者へコピーした書

類を交付してください。 

その際、介護予防サービス・支援計画表③の「地域包括支援センター確認印」欄に、それ

ぞれの地域包括支援センターのゴム印が押印されているか確認してください。ケアプランが

確定したかどうかの指標になります。 

※プラン期間の開始前に地域包括支援センターの原案確認が必要となります。 

 

≪原案確認に必要な書類一覧≫ 

 原案確認時 事業者持参書類 事業者持ち帰り 包括保管 

１ 利用者基本情報（原本） 写し 原本 

２ 介護予防サービス・支援計画表①～③ 

（利用者の記名・押印がある原本） 
写し 原本 

３ 認定審査会資料 

（本人・主治医の同意がある場合のみ）（原本） 
原本 － 

４ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録 

（サービス担当者会議の記載があるもの）（原本） 
原本 写し 

５ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント サービス評価表 

（プラン継続時のみ） 
写し 原本 

６ その他、ケアプラン原案確認のため、必要な情報提供（適宜） 原本 写し 

７ サービス事業者からの提出書類 原本（写し） 確認のみ 

８ サービス利用票 原本 写し 
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３ 介護予防サービス等利用者の移管 

 

（１）介護予防サービス等利用者の移管 

ア 移管するケアプランの取扱い 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務は、地域包括支援センター分だけでなく、

受託事業者分のケアプランについても地域包括支援センターにおいて原案確認を行い、ケ

アプランの内容を確定させています。 

このことから、利用者及び介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務（以下「ケー

ス」という。）の移管のみを理由として、ケアプランの期間を早めたり、作り直しをした

りする必要はありません。あくまでも、アセスメントで確認した利用者の状態から判断し

てください。 

移管前にケアプラン原案の作成が困難な場合は、移管の際に、利用者及び移管後の支援

事業者に十分に説明を行ってください。 

 

イ 移管するケースについて 

ケースを移管する際は、移管先の居宅介護支援事業者（受託事業者や地域包括支援セン

ター）と、事前に連絡調整してください。 

◆移管することが望ましくないケース 

・利用者の同一世帯内に在宅で介護給付サービスを利用している家族がいる場合 

・利用者の状態像が大きく変動しやすい場合 

・利用者への継続的支援の観点から移管を行わないほうが望ましいと判断される場合   

など 

 

ウ 利用者への説明 

ケース移管する場合、利用者に対して、現に担当している担当者（ケアマネジャー）

から、移管する利用者へ、担当者（ケアマネジャー）が変更となることを十分に説明

し、同意を得てください。（介護予防支援・介護予防支援事業契約書第３条第２項に明

記されています。） 

 
エ 返却書類 

ケース移管に伴う関係書類については、移管先の業務に支障が出ないよう、担当者は「介

護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務関係書類返却確認書」（P５４参照）を添付し

て、地域包括支援センターへ返却してください。データは必ず消去してください。 
【返却書類】 

①個人情報使用同意書  ②利用者基本情報         
③介護予防サービス・支援計画表①～③  
④認定審査会資料 
⑤介護予防支援・介護予防ケアマネジメント支援経過記録  
⑥介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス・支援評価表 
⑦その他、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務に関係する書類 

⑧サービス提供事業者からの個別サービス計画表・利用状況報告書・評価表 

⑨介護予防サービス利用票    
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（２）ケース移管する場合の事務手順 

① 受託事業者から、地域包括支援センターへ移管する場合 

利用者・家族 受託事業者（移管元） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ（移管先） 備考 

 
 
 
 

【ケース移管の連絡】 

○地域包括支援センターへ、ケース

移管について連絡・調整する。 

 

【利用者の同意】 

○担当者（ケアマネジャー）及び支

援事業者の変更について、利用者

（必要に応じて家族）に説明を行

い、同意を得る。 

 

【担当地区地域包括支援センターへ

書類返却】 

○地域包括支援センターへ、利用者

に関する書類を引継ぐ。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【サービス事業者への連絡】 

○サービス事業者へ、担当者（ケア

マネジャー）及び事業者変更につ

いての連絡をする。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

※書類についてはＰ５４を参照。 

 

 

 

 

【ケース移管受付】 

○提出された書類に漏れがないか

「介護予防支援・介護予防ケアマ

ネジメント業務関係書類返却確認

書」でチェックする。 
 
【訪問・面接・重要事項説明】 

○利用者宅を訪問し、「重要事項説明

書２部」に同意を得、記名・押印

（※自署の場合、押印省略可）を

してもらい、１部を利用者へ、１

部を地域包括支援センターで保管

する。「個人情報使用同意書１部」

も記名・押印（※自署の場合、押

印省略可）してもらい、地域包括

支援センターで保管する。 
 
 
 
 
○交付済み期間分の「介護予防サー

ビス利用票及び提供票」の「支援

事業者名・介護支援専門員名」等

を変更し、利用者とサービス事業

者へ交付する。 
 
 
 

 
 
※介護予防支援・介護

予防ケアマネジメ

ント支援経過記録

に、担当者（ケアマ

ネジャー）・事業者

変更及び利用者同

意について、必ず記

載すること。 
 

※担当地区の地域包

括支援センターに

書類はすべて返却

（持参）となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※利用者に変化がな

い場合、プラン期間

中はケアプランを

作り直す必要はな

いが、担当者（ケア

マネジャー）変更に

ついて、介護予防支

援・介護予防ケアマ

ネジメント支援経

過記録に必ず記載

すること。 
 
 

サービス事業者 

 

 

・介護予防支援・介護予

防ケアマネジメント業

務関係書類返却確認書 
・介護予防支援・介護予

防ケアマネジメント業

務に係る書類 

受領 

訪問 
説明 

連絡 

・重要事項説明書 
・個人情報使用同意書 

同意・記名・

押印（自署の

場合、押印省

略可）受領 

・介護予防サービス利用票及び提供票 

受領（変更済み分） 

以下、「２ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の事務手順」（１）⑥以降参照 

受領（変更済

み分） 
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② 受託事業者から、受託事業者へ移管する場合 

利用者・家族 受託事業者（移管元） 
地域包括支援 

センター 

受託事業者 

（移管先） 
備考 

 
 
 
 

【ケース移管の連絡】 

○地域包括支援センター

へ、ケース移管について

連絡・調整する 

 

【利用者の同意】 

○担当者（ケアマネジャ

ー）及び支援事業者の変

更について、利用者（必

要に応じて家族）に説明

を行い、同意を得る。 

 

 

【地域包括支援センター

へ報告／書類返却】 

○地域包括支援センター

へ、利用者に関する書類を

返却（持参）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○委託先変更について、

連絡を受ける。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【返却受付】 

○提出された書類にも

れがないか「介護予防

支援・介護予防ケアマ

ネジメント業務関係

書類返却確認書」でチ

ェックする。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【訪問・面接・重要事項

説明】 
○利用者宅を訪問し、「重

要事項説明書２部」「同意

書２部」「個人情報使用同

意書１部」に同意を得、

記名・押印（※自署の場

合、押印省略可）しても

らう。 
統括支援センターへ提出

（持参）する。 
 

 

 

 

 

 

 

 
○前日までに統括・包括

支援センターに予約す

る。 

 
 
 
 
 
※介護予防支

援・介護予防

ケアマネジ

メント支援

経過記録に、

担当者（ケア

マ ネ ジ ャ

ー）・支援事

業者変更及

び利用者同

意について、

必ず記載す

ること。 
 
※書類につい

ては、必ず地

域包括支援

センターに

返却するこ

と。 
事業者間で

引継ぎしな

いこと。 
 
※認定審査会

資料の返却に

あたっては、返

却確認書を必

ず添付するこ

と。 

★直近の認定審査会資

料(主治医意見書)を
移管前に返却し、そ

の他の書類は該当月

終了後速やかに返却

する。 
・介護予防支援・介護

予防ケアマネジメン

ト業務関係書類返却

確認書 
・介護予防支援・介護

予防ケアマネジメン

ト業務に係る書類 

受領 

訪問 
説明 

連絡 

同 意 ・記

名 ・ 押印

（ 自 署の

場合、押印

省略可） 

氏名、住所等口頭で連絡 

・重要事項説明書２

部 
・同意書２部 
・個人情報使用同意

書１部 
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利用者・家族 
受託事業者 

（移管元） 
受託事業者（移管先） 統括支援センター 備考 

 【サービス事業者へ

の連絡】 

○サービス事業者へ、

担当者（ケアマネジャ

ー）及び事業者変更に

ついての連絡をする。 

 

当日、予定者一覧表、「重

要事項説明書」「同意書」

「個人情報使用同意書」を

提出（持参）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ケース移管受付】 
○受領した書類に漏れが

ないか確認する。 
 
 
 
 
○交付済み期間分の「介護

予防サービス利用票及び

提供票」の「支援事業者

名・介護支援専門員名」等

を修正し、利用者とサービ

ス事業者へ交付する。 
 
 
 

 

 

 

 

○「重要事項説明書」「同

意書」各１部を利用者へ

送付。上記各１部及び

「個人情報使用同意書」

を地域包括支援センタ

ーで保管する。 

 

 

 

 

 

○「個人情報使用同意書」

の写しを受託事業者へ

交付 

 

 

○移管先事業者へ「介護予

防プラン作成委託書」を

交付。 

 

※利用者に変

化がない場

合、プラン期

間中はケア

プランを作

り直す必要

はないが、担

当者（ケアマ

ネジャー）変

更について、

介護予防支

援・介護予防

ケアマネジ

メント支援

経過記録に

必ず記載す

ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域包括支援センター 

【受託事業者へ移管】 

○移管先受託事業者へ、利

用者に関する書類を引継

ぐ。 

 

 

 
サービス事業者 

 

 
 

受領（変更済

分） 

受領 

・介護予防サービス 
利用票及び提供票 

・重要事項説明書 
・同意書 
・個人情報使用同意書 

受領 
・介護予防プラン作成

委託書 

受領（捺印済

分） 

受領（変更済

分） 

・個人情報使用同意書（写） 受領 

移管書類 

以下、「２ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の事務手順」（１）⑥以降参照 
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③ 地域包括支援センターから、受託事業者へ移管する場合 

利用者・家族 地域包括支援センター 受託事業者（移管先） 備考 

 
 
 
 

【ケース移管の連絡】 

○受託事業者へ、ケース移管について連

絡・調整する。 

 

【利用者の同意】 

○担当者（ケアマネジャー）及び支援事

業者の変更について、利用者（必要に

応じて家族）に説明を行い、同意を得、

介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ント支援経過記録に記載する。 

 

 

 

【サービス事業者への連絡】 

○サービス事業者へ、担当者（ケアマネ

ジャー）及び事業者変更についての連絡

をする。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【ケース移管受付／訪問・面接・

重要事項説明】 

○利用者宅を訪問し、「重要事項説

明書２部」「同意書２部」「個人

情報使用同意書１部」に同意を

得、記名・押印（※自署の場合、

押印省略可）してもらう。「介護

予防プラン作成予定者一覧」と

ともに統括支援センターへ提出

（持参）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
※介護予防支援・介

護予防ケアマネジ

メント支援経過記

録に、担当者（ケ

アマネジャー）・支

援事業者変更及び

利用者同意につい

て、必ず記載する

こと。 
 
 
 
 
 
※利用者に変化がな

い場合、プラン期

間中はケアプラン

を作り直す必要は

ないが、担当者（ケ

アマネジャー）変

更について、介護

予防支援・介護予

防ケアマネジメン

ト支援経過記録に

必ず記載するこ

と。 
 

統括支援センター 

 

 

 

 

 

 

○「重要事項説明書」「同意書」各１部

を利用者へ、各１部を地域包括支援セン

ターへ送付、包括保管。 

○「個人情報使用同意書」の写しを受託

事業者へ交付 

 

 

 

 

 

 

○移管先事業者へ「介護予防プラン作成

委託書」を交付。 

 

 
 
 

受領 
・重要事項説明書 
・同意書 

受領 
・介護予防プラン作成委託書 

訪問 
説明 

連絡 

・介護予防プラン作成予定

者一覧 
・重要事項説明書２部 
・同意書２部 
・個人情報使用同意書１部 

同 意 ・記

名 ・ 押印

（ 自 署の

場合、押印

 

受領（捺印済

分） 

氏名、住所等口頭で連絡 

・個人情報使用同意書（写） 
受領 
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利用者・家族 統括支援センター 受託事業者（委託先） 備考 

  

【受託事業者へ移管】 

○移管先事業者へ、利用者に関する

書類を引継ぐ。 

 

 
【ケース移管受付】 
○受領した書類に漏れがないかチ

ェックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○交付済み期間分の「介護予防サ

ービス利用票及び提供票」の「支

援事業者名・介護支援専門員名」

等を修正し、利用者とサービス

事業者へ交付する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 サービス事業者 

 

 
 
 

受領（変更済分） 

以下、「２ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の事務手順」（１）⑥以降参照 

・介護予防サービス利用票

及び提供票 

受領 ・介護予防支援・介護予防ケ

アマネジメント業務に係る

書類 

受領（変更済

分） 

51



④ 同一事業所内で担当者（ケアマネジャー）が変更する場合 

利用者・家族 前担当者（ケアマネジャー） 新担当者（ケアマネジャー） 備考 

 
 
 
 
 

【利用者の同意】 

○担当者（ケアマネジャー）の変更

について、利用者（必要に応じて

家族）に説明を行い、同意を得、

介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメント支援経過記録に記載す

る。 

 

 

 

【新担当者（ケアマネジャー）へ変

更】 

○新担当者（ケアマネジャー）へ、

利用者に関する書類を引継ぐ。 

 

 
 
 
 
 
【サービス事業者への連絡】 

○サービス事業者へ、担当者（ケア

マネジャー）及び事業者変更につ

いての連絡をする。 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ケース受付】 

○提出された書類に漏れがないか 
チェックする。 

 
【訪問・面接】 

○利用者宅を訪問・面接する。 
 
 
 
 
 
 
 
○交付済み期間分の「介護予防サー

ビス利用票及び提供票」の「介護

支援専門員名・介護支援専門員番

号」等を訂正し、利用者とサービ

ス事業者へ交付する。 
 
 
 

※担当地区の地域包括

支援センターへ担当

ケアマネージャーが

変更する旨を連絡す

る。 
※介護予防支援・介護

予防ケアマネジメン

ト支援経過記録に、

担当者（ケアマネジ

ャー）・支援事業者変

更及び利用者同意に

ついて、必ず記載す

ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※利用者に変化がない

場合、プラン期間中

はケアプランを作り

直す必要はないが、

担当者（ケアマネジ

ャー）変更について、

介護予防支援・介護

予防ケアマネジメン

ト支援経過記録に必

ず記載すること。 
 

サービス事業者 

 

 

 

介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント業務に

係る書類 

受領 

訪問・説明 

介護予防サービス利用票及

び提供票 
受領（訂正済み分） 

以下、「２ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の事務手順」（１）⑥以降参照 

受領（訂正済

み分） 
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ケース移管（返却）する場合の必要書類早見表 

（１）移管元が行うこと 

 
移管の種類 

  書類名 

① 
受託事業者 

↓ 
地域包括支援センター 

② 
受託事業者Ａ 

↓ 

受託事業者Ｂ 

③ 
地域包括支援センター 

↓ 
受託事業者 

④ 
同一事業者内 
担当者変更 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務

関係書類返却確認書 作成 作成 － － 

介護予防支援・介護予防支援事業（ケア

マネジメント）契約書 － － － － 

重要事項説明書 － － － － 

同意書 － － － － 

個人情報使用同意書 返却（写し） 地域包括に返却（写し） － － 

利用者基本情報 返却（写し） 地域包括に返却（写し） 移管（写し） 移管（写し） 

介護予防サービス・支援計画表①～③ 返却（写し） 地域包括に返却（写し） 移管（写し） 移管（写し） 

介護認定審査会資料（主治医意見書） 地域包括支援センター（統括支援センター）に返却（原本） 移管（原本） 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント支援経過記録 返却（原本） 地域包括に返却（原本） 移管（必要に応じて） 移管（原本） 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント サービス評価表 返却（原本） 地域包括に返却（原本） 移管（必要に応じて） 移管（原本） 

個別援助計画・サービス評価表 返却（コピー原本） 地域包括に返却（コピー原本） － 移管（原本） 

介護予防サービス利用票 返却（原本） 地域包括に返却（原本） 移管（写し） 移管（原本） 

軽度者への福祉用具に係る届出書 返却（原本） 地域包括に返却（原本） 移管（写し） 移管（写し） 

（２）移管先が行うこと 

 
移管の種類 

  書類名 

① 
受託事業者 

↓ 
地域包括支援センター 

② 
受託事業者Ａ 

↓ 

受託事業者Ｂ 

③ 
地域包括支援センター 

↓ 
受託事業者 

④ 
同一事業者内 
担当者変更 

 移管書類の確認 移管書類の確認 移管書類の確認 移管書類の確認 

介護予防支援・介護予防支援事業（ケア

マネジメント）契約書 － － － － 

重要事項説明書 作成 作成 作成 － 

同意書 － 作成 作成 － 

個人情報使用同意書 作成 作成 作成 － 

利用者基本情報 必要に応じて作成 

介護予防サービス・支援計画表①～③ 必要に応じて作成 

介護認定審査会資料（主治医意見書） 必要に応じて、統括支援センターへ情報提供依頼（予定者一覧作成） 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント支援経過記録 － － － － 

個別援助計画・サービス評価表 － － － － 

介護予防サービス利用票 記載内容の変更 

介護予防プラン作成予定者一覧 作成 作成 作成 － 

介護予防プラン作成請求者一覧Ⅰ・Ⅱ － － － － 

介護予防プラン作成委託書（統括発行） － 受領 受領 － 

軽度者への福祉用具に係る届出書 受領 受領 受領 受領 

 ※ 移管時に地域包括支援センターを経由する①と②の場合は、『介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務関係書

類返却確認書』とプラン等関係書類一式を地域包括支援センターへ提出（持参）してください。 
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<注意事項> 　* 太枠内のみ記載し、返却書類一式とともに、担当地域包括支援センターへご持参ください。

　* 「●担当者」欄は、必須項目ではありません。必要な場合のみ記載してください。

　* 「８ 個別援助計画書…」「９ その他」欄は、添付書類・該当のある項目について、すべて記載してください。

　* 記載欄が足りない場合は、２枚目以降に記載してください。

利用者名 担当期間

包括名

所属 包括名

氏名 氏名

０　介護予防支援・介護予防支援事業（ケアマネジメント）契約書 原本 写し

　　契約日　　　　　　　年　　　月　　　日　

１　個人情報使用同意書 原本 写し 確認

２　利用者基本情報（表・裏）　※日付は、利用者が署名、捺印を行った日 原本 写し 確認

３　介護予防サービス・支援計画表①～③ 原本 写し 確認

４　介護予防支援・サービス評価表 原本 写し 確認

５　認定審査会資料（主治医意見書を含む） 原本 写し 確認

６　介護予防支援経過記録 原本 写し 確認

確認

　③

　②

　①

備　考受持ち期間（支援経過記録の内容と一致）

　　⑤　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　⑥　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　②　発行日　　　　　　年　　　月　　　日（　発行元：　　　　区統括支援センター　）

　　①　発行日　　　　　　年　　　月　　　日（　発行元：　　　　区統括支援センター　）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　②　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　同意日　　　　　　　年　　　月　　　日

　　③　発行日　　　　　　年　　　月　　　日（　発行元：　　　　区統括支援センター　）

　　⑤　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　⑥　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　①　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　②　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　③　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　④　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　③　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　④　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　①　　　　　　　年　　　　月　　　　　日付

　　②　　　　　　　年　　　　月　　　　　日付

　　①　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　③　　　　　　　年　　　　月　　　　　日付

受領者
氏名

●帳票（返却書類すべてについて記載） 返却書類(枚)

　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

確認

●担当者（事業所内での担当者変更があった場合）

氏　名

　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

〔 移管 ・ 終了 〕時 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務関係書類返却確認書　【オモテ】

／　　 枚

　　　　年　　　月　　　日 ～ 　　　　年　　　月　　　日

受渡し完了日 　　　　　年　　　月　　　日

引渡者
氏名
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<注意事項> 　* 太枠内のみ記載し、返却書類一式とともに、担当地域包括支援センターへご持参ください。

　* 「●担当者」欄は、必須項目ではありません。必要な場合のみ記載してください。

　* 「８ 個別援助計画書…」「９ その他」欄は、添付書類・該当のある項目について、すべて記載してください。

　* 記載欄が足りない場合は、２枚目以降に記載してください。

７　サービス利用票 原本 写し 確認

８　個別援助計画書及びサービス内容報告書等 原本 写し 確認

事業所名

事業所名

事業所名

事業所名

事業所名

９　その他（添付している書類すべてについて記載してください） 原本 写し 確認

　　①　軽度者への福祉用具貸与に係る届出書

　　②　福祉用具購入書類

　　③　サービス担当者会議に対する照会（依頼）

　　④　住宅改修書類

　　⑤

　　⑥

　　⑦

１０　データの破棄 確認

　移管･終了する利用者のデータの破棄

11　　請　求 確認

確認

北九州市長　様

上記のとおり相違ないことを証明します。

　　　　年　　月　　日

団体・法人名

代表者名

済

　　　　　　　年　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

〔 移管 ・ 終了 〕時 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務関係書類返却確認書　【ウラ】

／　　 枚

計画書

　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 報告書（評価表）

　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 報告書（評価表）

計画書

　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 報告書（評価表）

　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 報告書（評価表）

計画書

　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 報告書（評価表）

計画書

計画書

１２　備　考

　請求完了 済
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<注意事項> 　* 太枠内のみ記載し、返却書類一式とともに、担当地域包括支援センターへご持参ください。

　* 「●担当者」欄は、必須項目ではありません。必要な場合のみ記載してください。

　* 「８ 個別援助計画書…」「９ その他」欄は、添付書類・該当のある項目について、すべて記載してください。

　* 記載欄が足りない場合は、２枚目以降に記載してください。

利用者名 担当期間

包括名

所属 包括名

氏名 　□　□　　□　□ 氏名

○

○

０　介護予防支援・介護予防支援事業（ケアマネジメント）契約書 原本 写し

　　契約日　　令和 ２年 10 月 5 日　 ○

１　個人情報使用同意書 原本 写し 確認

1 ○

2　利用者基本情報（表・裏）　※日付は、利用者が署名、捺印を行った日 原本 写し 確認

1 ○

1 ○

3　介護予防サービス・支援計画表①～③ 原本 写し 確認

3 ○

3 ○

4　介護予防支援・介護予防ケアマネジメント　サービス評価表 原本 写し 確認

1 ○

1 ○

5　認定審査会資料（主治医意見書を含む） 原本 写し 確認

4 ○

4 ○

6　介護予防支援経過記録 原本 写し 確認

10 ○

7　サービス利用票 原本 写し 確認

13 ○

8　個別援助計画書及びサービス内容報告書等 原本 写し 確認

事業所名 　●●サービス事業所 8 ○

13 ○

事業所名 　◆◆サービス株式会社 2 ○

8 ○

事業所名

9　その他（添付している書類すべてについて記載してください） 原本 写し 確認

　　①　軽度者への福祉用具貸与に係る届出書

　　②　福祉用具購入書類 1 ○

　　③　サービス担当者会議に対する照会（依頼）

　　④　住宅改修書類 4 ○

　　⑤

１０　データの破棄 確認

　移管･終了する利用者のデータの破棄 ○

１１　請　求 確認

○

１２　備　考 確認

・サービス内容報告書等については、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録に記載のため、

添付資料なし。

北九州市長　様

上記のとおり相違ないことを証明します。

令和 3年 11月 10 日

団体・法人名　　株式会社　△△△

代表者名　　　　□□　□□

○

北　九　　花　子

地域包括支援センター○○１

ケアプランセンター□□□ 地域包括支援センター○○１

○　○　　○　○

　令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日 報告書（評価票）

計画書

　令和 ２ 年 １０ 月 6 日　～　令和 ３ 年 10 月 ３１ 日 報告書（評価票）

計画書

済

　　①　発行日　令和 ２ 年 10 月 　5 日（　発行元：　○○　区統括支援センター　）

　　②　発行日　令和 ３ 年  9 月  27  日（　発行元：　○○　区統括支援センター　）

計画書

　令和 ２ 年　10 月 6 日　～　令和 ３ 年 10 月 ３１ 日 報告書（評価票）

　　令和 ２ 年 9 月 26 日　～　令和 ３ 年 10 月 ３１ 日

　　令和 ２ 年 10 月 5 日　～　令和 ３ 年 10 月 ３１ 日

　　③　発行日　令和　　　年　　月　　日（　発行元：　　　　区統括支援センター　）

　　③　令和 　　 年 　 月 　 日　～　令和 　　 年   　 月 　　 日

　　①　令和 ２ 年 10 月 5 日　～　令和 ３ 年 9 月 ３0 日

　　②　令和 ３ 年 10 月 1 日　～　令和 ３ 年 10 月 ３１ 日

　　①　令和 ２年 10 月 5 日　～　令和 ３ 年 9 月 ３0 日

　　②　令和 ３  年 10 月 1 日　～　令和 ４ 年 9 月 ３0 日

　　③　令和 　　 年 　 月　  日　～　令和         年     月         日

●帳票（返却書類すべてについて記載） 返却書類(枚)

　　①　令和　２　年　10　月　5　日付

　　②　令和　３　年　10　月　5　日付

　　③　令和　　　　年　　　月　 　　日付

　　同意日　　令和　３　年　１１　月　１　日

　①　□ □　□ 令和 ２ 年 10 月 5 日～ 令和 ３ 年 3 月 ３１ 日

確認

　②　□ □　□ □ 令和 ３ 年 4 月 １ 日 ～ 令和 ３ 年 10 月 ３1 日

　③ 令和 　　 年 　 月 　 日 ～ 令和 　　  年  　月 　　 日

受領者
氏名

●担当者（事業所内で担当者変更があった場合）
確認

氏　名 受持ち期間（支援経過記録の内容と一致） 備　考

　請求完了 済

〔 移管 ・ 終了 〕時 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務関係書類返却確認書　【表・裏】

／　　 枚

令和 ２年 10 月 5 日 ～ 令和 ３年 10 月 ３1日

受渡し完了日 令和 ３年 11 月 10 日

引渡者
氏名

④書類がすべてそろ
い、返却が完了し
た日付及び最終確
認を行った地域包
括支援センター職
員の氏名を記載し
ます。

※ 不備や再提出が
あった場合は、書
類がすべてそろっ
た日を記載。

⑤返却完了日を記載
した「返却確認
書」の写しを事業
所のケアマネに渡
し、原本は、地域
包括支援センター
がケースファイル
につづって保管。

③書類を持参した事
業所の担当ケアマ
ネと地域包括支援
センター職員で、
書類を確認し、確
認欄にチェックを
入れます。

問題なし … ○
不備あり … ×
該当なし … －
再提出 … 再

※再提出が必要な場合は、
『確認書の原本』と不備
のあった書類を事業所の

担当ケアマネが持ち帰り、
『確認書の写し』と確認

の取れた書類については、
担当地域包括支援センタ
ーで保管。

①事業所の担当ケアマネ

は、太枠の中及び右下欄

に、委託契約書と同じ団

体・法人

名、代表者名を記載し、

地域包括支援センターへ、

返却書類一式と一緒に提

記入例

②書類を受付けた地域包括支援セン
ター職員は、用紙の余白に持参した
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４ 介護予防サービス計画を自ら作成する場合の取扱い 

 

（１）留意点 

 

介護予防サービスについては、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者として、

介護予防サービス計画を作成することとされていますが、当該計画については、介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第８３条の９第１号ニの規定により、利用者が自

ら計画を作成することについても認められています。 

ただし、平成２８年１０月から開始するサービス・活動事業（総合事業）の介護予防サー

ビス計画は自ら作成することができません。 

なお、利用者はあらかじめ市町村に自ら作成した計画を届け出て、当該計画の内容につい

て、市町村による確認が行われたときは、当該計画に基づいた指定介護予防サービスが提供

されることとなります。その実施に当たっては、次の点に留意してください。 

 

① 地域包括支援センターによる相談・援助 

地域包括支援センターは、自ら介護予防サービス計画を作成しようとする者に対し、必

要な相談・援助を行う。 

 

② 地域包括支援センターによる確認 

目標指向型の計画作成を行い事後の評価を重視するという介護予防サービスの趣旨を

踏まえ、介護予防サービス計画を自ら作成する場合においても、介護予防サービスのケア

マネジメントのプロセスのうち、 

・サービス提供前の「介護予防サービス・支援計画表原案の作成」段階における内容の

確認 

・サービス提供後の「評価」に係る部分については、第三者の立場として実施する必要

があるため、地域包括支援センターにおいて行う。 
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（２）介護予防サービス計画の自己作成手順

①介護予防の仕組みと事業
サービスについて理解する

①

　介護予防サービスは、状態の維持や改善が期待できる  こ
とをかんがみ、｢自分でできることはできる限り自分で行う」こ
とを基本として、目標指向型のケアプラン作成と事後の評価
を重視しています。
  ケアプランを自分で作成する際は、介護予防の十分な仕
組み等を理解することが必要です。
　お住まいの地域包括支援センターか統括支援センター
にお尋ね下さい。

介護予防
サービス

計画作成前
②自己作成に必要な用紙を入手 ②

　介護予防サービス計画を自己作成するための様式は、お
住まいの地域包括支援センターか統括支援センターにあり
ます。

③サービス事業者情報を収集 ③
　福岡県の指定を受けた介護サービス提供事業者のリスト
は、お住まいの区役所の介護保険係にあります。

④「介護予防支援計画表①～③」
「サービス利用票」の作成

④

「介護予防サービス・支援計画表①～③」を、北九州市版介
護予防サービス・支援計画表作成マニュアルを参考にして
作成し、「サービス利用票」を別紙記入要領、介護給付単位
数サービスコード票を参考にして作成してください。

⑤作成した「介護予防支援計画
表①～③（仮）」の内容について、
地域包括支援センターにて確認

⑤

　作成した「介護予防サービス・支援計画表①～③」につい
て、お住まいの地域の担当の地域包括支援センターにお
いて、その内容の確認を受けてください。
※確認後は地域包括支援センター確認欄に押印します。

※サービス開始前に確認を終了してください。福祉用具貸
与の継続の場合は、遅くとも月の初日１日には終了してくだ
さい。

介護予防
サービス
計画作成

⑥「介護予防支援計画表①～③」
にもとづき、サービスの利用調整
（仮予約）

⑥

　区介護保険係等で入手した事業者リスト等を使って、地域
包括支援センターにて確認した「介護予防サービス・支援
計画表①～③」に沿って、自分で契約後、サービスの利用
予約をしてください。

⑦区介護保険担当へ、「介護予
防支援計画表①～③」「サービス
利用票」を提出

⑦
　地域包括支援センターからの確認を受けた「介護予防
サービス・支援計画表①～③」作成した「サービス利用票」
を区役所介護保険係へ提出してください。

⑧区介護保険係が「サービス提
供票」を作成

⑧
　区役所介護保険係が「サービス提供票」を作成し、各サー
ビス事業所に送付します。

⑨サービスの利用 ⑨

　状況の変化などにより、利用するサービス（サービス計画）
に変更があったときは、サービスの利用変更前に、「介護予
防サービス・支援計画表①～③」「サービス利用票」を変更
し、地域包括支援センターの確認を受けた後に、区役所介
護保険係へ「サービス利用票」を提出してください。

サービス
提供の
効果の
確　認

⑩地域包括支援センターが、介
護予防評価表の作成

⑩

　「介護予防サービス・支援計画表①～③」の「目標｣を達成
するために設定したサービス提供期間の終了月に、利用し
ているサービスの個別計画書・モニタリングや評価表をサー
ビス提供事業者から入手し、同書類を地域包括支援セン
ターへ持参し、サービス提供の効果の確認を受けてくださ
い。

　介護予防サービス計画を自分で作成するときは、下記の手順に沿って作成してください。

●介護予防サービス計画を自分で作成した時は、サービス利用票は、サービス提供事業者と連絡調整を行い、毎月、必ず区
役所　介護保険担当に提出しなければなりません。
●介護予防サービス計画を自分で作成しないときは、地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者）が、本人の心身の
状況やその置かれている環境等に応じて、その方に適したサービス計画を無料（自己負担なし）で作成します。
●この地域包括支援センターは、お住まいの住所地によって、担当センターが異なっております。担当センターが不明な場合
は各区統括支援センターもしくは各区介護保険担当にお問い合わせ下さい。

介護予防サービス計画を自分で作成するときは（自己作成）
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